
トヤケ森から望む石巻管内の風景 

発行日 平成２４年１１月１日 

第２４号 

Page 1 

          平成２４年４月２３日（火），石巻市

稲井土地改良区事務所落成開所式が市、

管内各土地改良区、ＪＡ、土地改良事業

団体連合会、稲井地区区長会など、多く

の関係者の出席をもって執り行われまし

た。 

 石巻市稲井土地改良区は、平成２３年

３月１１日に発生した東日本大震災によ

り事務所が全壊し、その後、ＪＡいしの

まき稲井支店に事務所を移し、約１年間

業務を行ってきました。平成２４年１月１５日、県の補助金事業（平成２３年

度宮城県農業・水産業団体被災施設等再建整備支援事業）により再建に向けた

建設工事が着工され、平成２４年４月２０日に竣工となりました。 

 最初に神事が執り行われ、続く式典では、石巻市稲井土地改良区三浦理事長

より、「関係者機関皆様のご協力によ

り復旧が進められている。活力ある農

村づくりを担いながら新事務所を拠点

に土地改良区本来の役割を一層果たし

ていく」と式辞が述べられました。 

 その後、来賓として石巻市長（代理

笹野副市長）、東部地方振興事務所長

（代理農業農村整備部長）により祝辞

が述べられ、来賓紹介・祝電披露の順

に滞りなく行われました。 
 

「いしのまきＮＮ通信」は，石巻地域の農業農村整備事業に関連する活動等を広くお知らせすることを目的に，年３回程度発行してい

ます。掲載希望の情報等がありましたら農村振興班までご一報ください。今後ともよろしくお願いします。 

石巻市稲井土地改良区事務所落成開所式 
第２４号の目次: 

石巻市稲井土地改良区事務所

落成開所式 
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豊作・復興祈願祭 

 ～東松島市大曲～ 
 

東日本大震災の復旧復興のた

めの技術相談会 

２ 

大川地区（長面工区）知事現

地視察 
３ 

西矢本地区の農村復興事業計

画が確定 
４ 

農地・水保全管理支払交付金 
 

田んぼの学校 
５ 

石巻管内農地・農業用施設の

復旧状況 
６ 

石巻管内農地・農業用施設の

復旧状況 
 

石巻管内農地農業用施設の復

旧状況のパネル展示 

７ 

県外からの自治法派遣職員の

みなさん 
 

プチコラム 

８ 

▲神事の様子 

▲新事務所外観 



 平成２４年５月１１日(金)、東日本大震災の津波により被災し

た東松島市大曲地区内の水田において、平成２４年度の営農再開

にあたり、豊作及び農作業の際の事故防止とともに地域復興を祈

願する「豊作・復興祈願祭」が河南矢本土地改良区の主催により

行われ、地元選出議員、国・県・市等の関係者、地域農業者等約

３０名の関係者が出席しました。 

 河南矢本土地改良区管内の農地では、約５，０００ｈａのうち

約９９０ｈａが浸水しました。昨年の春には、堆積土砂や瓦礫の

流入の少ない農地で除塩作業を行い約１９０ｈａの作付を行いま

した。今年は、堆積土砂等が比較的少なかった農地約３２０ｈａ

で災害復旧工事が完了し、営農再開することができました。 

 式典では、最初に神事が執り行われ、続いて関係者による玉串奉奠が行われました。河南矢本土地改良区理

事長は、「管内にはまだ多くの作付け不能な農地がある。一日も早い営農再開を目指したい。」と述べられ、

東松島市阿部市長は、「目に見えて復興を実感するには営農作業をしている『景観』そのものが元通りになる

ことが重要。皆さんのこれまでの努力に感謝申し上げる。」と挨拶がありました。 

 式典後、地元農家の菅原さんと家族により、参加者の見守る中、営農を再開する農地で田植え作業が行わ

れ、ひとめぼれが植えられました。 

 河南矢本土地改良区管内で被害の大きい海岸寄りの約４８０ｈａの農地は、今年度以降、順次復旧工事を進

めていきます。 
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豊作・復興祈願祭～東松島市大曲～ 

 平成２４年７月１１日(水)、宮城県石巻合同庁舎にて農村工学研究

所主催の「東日本大震災の復旧復興のための技術相談会」が開催され

ました。 

 本相談会は、宮城県と（独）農業・食品産業技術総合研究機構農村

工学研究所との間で締結された農業・農村の復旧復興推進のための

パートナーシップ協定に基づくものです。 

 今後とも技術的な課題に対し専門的な立場から支援を頂きながら農

地・農業用施設の復旧復興を進めてまいります。 

東日本大震災の復旧復興のための技術相談会 

▲ 河北新報 H24.5.12 

▲
 神事の様子 

田植えの様子 ▲
 

▲基調講演の様子 
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 平成２４年８月３日（金）、東日本大震災の津波により甚大な被害を受けた県営ほ場整備事業大川地区にお

いて、農地等の復旧状況の確認と地元関係者との意見交換を目的として、宮城県知事による現地視察が行われ

ました。 

 東日本大震災により、大川地区約４００ｈａは、ほ場整備事業の実施途中で全区域において農地が水没する

など大きな被害を受けました。大川地区の上流側の針岡工区は早期に干陸化を行いましたが、本日視察を行っ

た長面工区２２４ｈａは北上川や海岸堤防の決壊等により、未だ農地が水没した状況にあります。 

 昨年１２月、石巻市において大川地区の農地復旧を含む石巻市震災復興基本計画が決定され、市の要請を踏

まえ、災害査定が完了し、仮締切の仮設道路、長面排水機場の稼働が開始され、それに合わせ現地視察が行わ

れました。 

 現地視察では、大川地区の被害概要、復旧復興に向けた災害復旧工事の工程等について東部地方振興事務所

農業農村整備部長より説明がありました。続いて、地元関係者との意見交換として、大川地区の早期復旧に向

けた要望書が石巻市北村副市長より村井知事に手渡されました。 

 村井知事は、「要望書については重く受け止める。大川地区は震

災により最も大きな被害を受けた地域。生命の産業として大切な農

業を、大規模集約化や６次産業化により継続的に営農ができるよう

に支援していきたい。」と述べました。 

 意見交換後、本日稼働が始まる長面排水機場の視察を行いまし

た。農業農村整備部担当者より排水機場の説明を行い、復旧したポ

ンプの稼働を再確認しました。 

 今後の工程としては、１０月中旬から干陸化の終了した仮締切西

側１３３ｈａの瓦礫撤去を行い、来年１０月下旬には農地復旧工事

を実施し、完了後、平成２６年度より順次,営農再開していく予定

です。 

 また、大川地区の多くの生産組織は被災により営農が困難となっ

たことから、営農再開可能な地区内の生産組織の経営規模を拡大す

る方向で、競争力のある経営体の育成を図るよう検討しています。

県としては、一日も早い営農再開に向けて、関係機関と連携しなが

ら復興交付金等を活用し、必要な対策、支援を進めてまいります。 

 

大川地区（長面工区）知事現地視察 

ほ場整備事業大川地区（長面工区）航空写真 

▲要望書を受け取る村井知事 

▲長面排水機場内の説明の様子 
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 本県で策定している農山漁村地域復興基

盤総合整備事業（東日本大震災復興交付

金）９地区（約４，０００ｈａ）のうち、

東松島市西矢本地区（約２０８ｈａ）が、

土地改良法第８７条第７項に基づき、平成

２４年１０月１９日付で初めて事業確定と

なりました。 

 西矢本地区は、東松島市（旧矢本町）南

部、航空自衛隊松島基地の北側に展開する

水田主体の農地（約２０８ｈａ）で、東北

地方太平洋沖地震の津波により東松島市矢

本立沼、鹿妻、南浦地域周辺は甚大な被害

を受けました。 

 県東部地方振興事務所では、昨年８月か

ら被災調査に入り、塩分濃度、津波堆積土

砂等の詳細調査を行ってきました。また、被災農家の営農再開に向けて、地域代表、河南矢本土地改良区、Ｊ

Ａいしのまき及び県石巻改良普及センターと共に水稲と大豆等の土地利用型経営による生産組織（法人含む）

について、話し合いを進めてきました。 

 関係権利者２２７名に対しては、事業計画素案が出来た今年３月、及び全体事業費内訳が確定した今年５月

末に、事業への理解を得るために説明会を開催しました。その後、地元の農家代表から構成される推進委員

は、今年６月に個々の農家から同意徴集を行い同意率を２２４/２２７名（９８.７％）まで引き上げました。 

 本地区の農村復興事業計画は、東松島市が平成２３年１２月に策定した「東松島市復興まちづくり計画」を

基に、単なる農地復旧にとどまらず地域農業の再構築を行い農村復興を目指すため、１ｈａを主体とした区画

計画を盛り込んだ内容で今年７月に策定し、１０月に事業確定となりました。 

 なお、本年度は揚水機場の新設等が予定されています。 

 今後、市が行う多重防御道路整備や農業施設・農業機械リース事業との調整を図りながら、区画整理工事を

進め平成２７年度末の事業完了を目指します。 

西矢本地区の農村復興事業計画が確定！ 

国道４５号線

西矢本地区航空写真 

▲津波堆積土砂 ▲鉄骨ハウス倒壊 

西矢本地区の被災状況（H23.5.23） 

航空自衛隊松島基地 
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 今年度より、農地・水保全管理支払交付金の第２期対策が平成２４年度から平成２８年度までの５年の期間

をもって始まりました。石巻管内では、２１組織、活動協定面積約3,953ｈａ、共同活動支援交付金年度交付

額87,347,150円で実施することが決定されました。 

 第２期対策も引き続き市、関係土地改良区と連携し活動組織の支援を進めてまいります。 

農地・水保全管理支払交付金 第２期対策が始まりました 

田んぼの学校を実施 

共同活動支援交付金

年度支援
交付金総額

（円）

蛇田保全隊 140.0 3,080,000

稲井東部保全隊 256.8 5,649,600

稲井西部保全隊 122.8 2,701,600

小船越地域保全会 271.9 5,982,240

飯野・成田地域保全会 173.8 3,822,500

二俣地域保全会 199.7 4,393,840

飯野川地区保全会 164.2 3,612,840

北上地区保全会 164.0 3,608,000

前谷地ふるさと保全会 243.1 5,348,200

和渕ふるさと保全会 235.6 5,184,080

鹿又ふるさと保全会 453.1 9,968,200

広渕ふるさと保全会 260.2 5,724,180

須江ふるさと保全会 193.5 4,256,120

北村ふるさと保全会 94.6 2,080,100

中津山１地域保全会 333.7 7,340,520

中津山２地域保全隊 153.8 3,383,600

桃生１地域保全会 169.4 3,726,800

太田地域保全隊 155.8 3,426,500

18組織 3,785.9 83,288,920

塩入ふるさと保全会 72.2 1,588,400

中下区環境保全隊 60.2 1,325,060

新田地区環境保全会 34.7 1,144,770

３組織 167.1 4,058,230

21組織 3,953.0 87,347,150管内計

東松島市

石巻市

関係市 活 動 組 織 名
協定面積
         ha

 今年度の田んぼの学校は、農地・水

保全管理支払交付金の活動組織のみな

さん（前谷地ふるさと保全会、北村ふ

るさと保全会、須江ふるさと保全会、

鹿又ふるさと保全会）、河南矢本土地

改良区、石巻市と協力し、前谷地小学

校、北村小学校、須江小学校、鹿又小

学校で実施しました。 

 田んぼの学校では、授業（「田んぼ

の昔と今」「農業水利施設の持つ役割

について」）、土地改良施設見学、生

きもの調査を小学５年生を対象に行い

ました。 

 授業や土地改良施設見学では積極的

に手を挙げたり、メモをとるなど真剣

に授業に臨む様子が伺えました。ま

た、生きもの調査ではたくさんの生き

物が身近な場所に生息していることを

再認識するとともに、元気に走り回る

など非常に楽しんで調査を行っていま

した。 

  

▲前谷地小学校 
▲北村小学校 

▲鹿又小学校 
▲須江小学校 
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 石巻管内は２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災の地震津波により農地農業用施設に甚大な被害を

受けました。震災から１年半が経過し、災害復旧事業により、現在も工事を進めている地区がある一方、営農

が可能となった地区も増えてきました。 

 今回は、石巻管内において平成２４年度に作付し、営農を再開することができた地区を紹介します。 

 

石巻管内農地・農業用施設の復旧状況 

石巻市北上町釜谷崎 

H23.3.29 

H23.3.25 

▲被災直後の様子 
▲農地復旧工事後の様子 ▲水稲作付後の様子 

▲収穫前の様子 

H24.1.24 H24.8.20 H24.9.20 

H24.1.31 
H24.7.10 

H24.9.20 

石巻市北上町女川 

▲被災直後の様子 
▲農地復旧工事の様子 ▲水稲作付後の様子 

▲収穫前の様子 

石巻管内津波浸水範囲概況図 

  ※国土地理院提供 

次項に続く 

石巻市北上町女川 

石巻市北上町釜谷崎 

東松島市中下 

東松島市浜市 

東松島市牛網 
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石巻管内農地・農業用施設の復旧状況のパネル展示 

東松島市中下 

▲被災直後の様子 
▲農地復旧工事後の様子 ▲水稲作付後の様子 

▲収穫前の様子 

H24.4.13 H24.7.10 H24.9.20 

東松島市浜市 

▲被災直後の様子 
▲農地復旧工事後の様子 ▲水稲作付後の様子 

▲収穫作業の様子 

H23.3.21 H24.5.28 H24.8.9 H24.9.20 

東松島市牛網 

H23.5.12 

▲被災直後の様子 
▲農地復旧工事後の様子 ▲水稲作付後の様子 

▲収穫前の様子 

H24.5.8 H24.8.20 

 平成２４年８月３０日から９月２８日までの期間、

宮城県石巻合同庁舎２階「県民の室」にて、農村振興

課の協力により石巻管内の農地・農業用施設の復旧状

況、及びそれに関連したイベント等のパネル展示を行

いました。 

 パネル展示は、現在早期の営農再開に向け災害復旧

工事を行い、順次営農再開が進んでいる中で、復旧復

興が着実に進んでいることを来庁者に実感して頂くた

めのものです。 

 「県民の室」に立ち寄った多くの来庁者がパネルを

ご覧になっている様子が伺えました。当部では、引き

続き石巻管内の農地・農業用施設の復旧状況を発信し

ていきます。 パネル展示の様子 

H23.4.29 

H24.9.20 
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 県外からの自治法派遣職員のみなさん 

ごはん茶碗一杯分は稲の何株分？？ 

 田んぼの学校の時に小学生からよくされる質問です。 
  
 実際に検証してみたいと思います。まず、前提としま
して茶碗一杯をお米半合とします。米１合は１５０ｇな
ので、茶碗一杯にはその半分のお米７５ｇが入っている
ことになります。お米一粒の重さは０．０２ｇですの
で、茶碗一杯には３，７５０粒のお米が入っていること
になります。 
 
 [宮城の稲作指導指針（平成20年）」によりますと、
１㎡当たり約５００本の穂数を確保するため、約２０株
を植えることを目安としています（ひとめぼれの場合）
ので、一株当たりの穂数は２５本ということになりま
す。１本の穂から約７０～８０粒のお米が取れるので、
稲一株からとれるお米は１，７５０～２，０００粒。 
 

 したがって、ごはん茶碗一杯分は稲の２株分と

いうことになりそうです。 
 

 平成２３年９月１日より、地方自治法の

規定に基づき、災害復旧支援のため県外か

ら自治法派遣職員の方々に応援に来て頂い

ております。 

 現在、当部では愛知県４名、兵庫県３

名、島根県２名、岡山県３名、徳島県２名

の方が応援に来ています。また、これまで

に三重県、佐賀県の職員の方も応援に来ら

れました。 

 当部では、自治法派遣職員のみなさんと

協力し、農地・農業用施設の災害復旧業務

に取り組んでまいります。 
▲自治法派遣職員のみなさん 

▲災害査定の様子 
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